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勤労情報No.１３に関する申し入れ

１月２５日、勤労情報No.１３「大阪地裁の賃金請求事件で会社側勝訴」が掲示された。

内容は大阪地裁での裁判（平成２６年（ワ）第３０００１号事件）の判決についてであ

った。しかし、内容は原告の所属組合や職場名が特定してあり個人を特定するものであり、

個人情報が明らかになっている。さらに「原告が平成２５年度の夏季手当に数多くの非違

行為を行った」「同人に対して、会社が夏季手当の減率適用を行った」など極めて個人の

プライバシーに関する内容を明らかにしている。

この裁判は、個人が労働審判に訴え裁判へと移行した本人訴訟であり、所属する組合や

勤務先は関係がない。社員の個人情報を会社掲示板で明らかにすることは本人の人権を無

視し踏みにじる行為である。

裁判を受ける権利は憲法で保障され、誰にも犯されないものであるが、このような人権

を無視する掲示物は法律を無視し、裁判を受ける行為を妨げようとするものである。よっ

て、会社の掲示板を使って本人への報復となる勤労情報は直ちに撤去するべきである。

よって以下のとおり申し入れるので早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．人事部勤労課発行の「勤労情報No.１３（平成２８年１月２５日付）」は、個人情報を

明らかにし、個人のプライバシーを侵す掲示物である。直ちに撤去すること。

２．掲示内容の裁判は、社員個人が行った本人訴訟の裁判である。よって所属組合、職場

名はまったく関係ない。会社の見解を明らかにすること。

３．憲法３２条では「裁判を受ける権利」が国民に保障されている。裁判の原告である社

員への報復的な内容である勤労情報は、裁判を受ける権利を妨害し侵すものである。会

社の見解を明らかにすること。

４．口頭で会社に抗議した際、「皆さんも掲示板で明らかにしている」と回答したが、所

属する労働組合は本人の意思とお互いの意思疎通によって組合活動を運営している。会

社が掲示板で個人情報、プライバシーを明らかにすることとは全く意味が違うものであ

り、会社窓口の回答はまったく受け入れがたいものである。会社の認識を改め回答を取

り消すこと。

５．会社は、社長自ら原告である社員に対して誠意ある謝罪をすること。

以上


